
（第18378号）東 京 都 公 報令和7年8月29日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
一

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
使
用
料
等
…
…
…
…
…
…（
同
）…
四

○
都
営
改
良
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
六

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…
六

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
七

○
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積
の
変
更
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
九

○
港
湾
施
設
の
供
用
開
始
…
…（
港
湾
局
港
湾
経
営
部
経
営
課
）…
一〇

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一〇

○
東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
一〇

告

示
（
警
）

○
平
成
十
四
年
警
視
庁
告
示
第
七
十
八
号
（
東
京
都
道
路
交

通
規
則
に
基
づ
く
警
視
総
監
の
指
定
に
関
す
る
告
示
）
の

全
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一〇

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和7年8月29日（金曜日）東 京 都 公 報（第18378号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
九
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

花
畑
ア
パ
ー
ト

（
３
号
棟
）

足
立
区
花
畑
七
丁
目
十
番

中
層
耐
火

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
諏
訪
団
地

（
４－
２－
３
号
棟
）

多
摩
市
諏
訪
四
丁
目
二
番
地

同
右

三
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
和
田
団
地

（
３－

１－

９
号
棟
）

多
摩
市
和
田
三
丁
目
一
番
地

同
右

三
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五
〇
戸



（第18378号）東 京 都 公 報令和7年8月29日（金曜日）３



令和7年8月29日（金曜日）東 京 都 公 報（第18378号） ４

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第18378号）東 京 都 公 報令和7年8月29日（金曜日）５
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
七
年
九
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

南
小
岩
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２２
号
棟
）

江
戸
川
区
南
小
岩
二
丁
目
四
番

中
層
耐
火

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
五
戸

三
〇
、
〇
〇
〇
円

九
一
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

三
五
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸

四
一
、
四
〇
〇
円

一
二
七
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右

五
七
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

四
九
、
六
〇
〇
円

一
五
二
、
一
〇
〇
円



令和7年8月29日（金曜日）東 京 都 公 報（第18378号） ６

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

南
小
岩
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

江
戸
川
区
南
小
岩
二
丁

目
四
番

二
四
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
五
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
七
年
八
月
三
十
日



（第18378号）東 京 都 公 報令和7年8月29日（金曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
六
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
神
湊
八
重
根
港
線

二

指
定
す
る
区
間

八
丈
島
八
丈
町
大
賀
郷
二
千
八
百
三
十
九
番

二
地
内
か
ら
同
町
三
根
千
二
十
九
番
三
十
一

地
先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和7年8月29日（金曜日）東 京 都 公 報（第18378号） ８



（第18378号）東 京 都 公 報令和7年8月29日（金曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
七
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

園

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
中
藤
公
園

別
図
の
と
お
り

令
和
七
年
九
月
一

日



令和7年8月29日（金曜日）東 京 都 公 報（第18378号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
八
号

東
京
都
港
湾
管
理
条
例
（
平
成
十
六
年
東
京
都
条
例
第
九
十
三

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
港
湾
施
設
を
設
置
し
、
供
用
を

開
始
す
る
。

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

種
類

名
称

規
模

所
在
地

開
始
年
月
日

清
掃
施

設

中
央
防
波
堤
内
側

ば
ら
物
用
清
掃
車

一
台

江
東
区
海
の

森
一
丁
目
二

番
二
号

令
和
七
年
九

月
一
日

規

則
（
公
）

警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１１号

警
視
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
組
織
規
則
（
昭
和
４７年

４
月
１
日
東
京
都
公
安
委
員
会
規

則
第
２
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３９条

に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑺
盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
令
和
７
年
法
律
第
７５号

）
に
規
定
す
る
指
定
金
属
切
断
工
具

の
隠
匿
携
帯
の
禁
止
違
反
の
捜
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
４３条

中
第
１４号

を
第
１５号

と
し
、
第
１０号

か
ら
第
１３号

ま
で
を

１
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
９
号
の
次
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。

⑽
盗
難
特
定
金
属
製
物
品
の
処
分
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
に

関
す
る
こ
と
（
他
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
９
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２９日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１２号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１９条

第
２
項
中
「
、
第
１
項
」
を
「
、
前
項
」
に
改
め
、
同
条

第
１１項

中
「
第
４
項
」
を
「
第
５
項
」
に
改
め
、
「
（
法
第
１０１条

の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
１２項

と
し
、
同
条
中
第
１０項

を
第
１１項

と
し
、
第
９
項

を
第
１０項

と
し
、
同
条
第
８
項
中
「
前
５
項
」
を
「
第
３
項
か
ら
第

６
項
ま
で
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、
同
条

中
第
７
項
を
第
８
項
と
し
、
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
を
１
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
条
第
３
項
中
「
前
項
」
を
「
第
２
項
」
に
改
め
、

「
（
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
受
理
す
る
申
請
に
限
る
。

次
項
か
ら
第
７
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同

条
第
４
項
と
し
、
同
条
第
２
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。

３
特
定
免
許
情
報
の
記
録
の
申
請
、
法
第
９５条

の
２
第
４
項
に
規

定
す
る
免
許
証
の
返
納
の
届
出
又
は
免
許
情
報
記
録
の
抹
消
の
届

出
は
、
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
警
視
総
監
が
指
定
す
る

試
験
場
長
（
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
受
理
す
る
申
請

に
限
る
。
次
項
か
ら
第
６
項
ま
で
及
び
第
８
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
又
は
警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
９
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
警
）

◉
警
視
庁
告
示
第
２１７号

平
成
１４年

５
月
２８日

警
視
庁
告
示
第
７８号

（
東
京
都
道
路
交
通
規

則
に
基
づ
く
警
視
総
監
の
指
定
に
関
す
る
告
示
）
の
全
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
８
月
２９日

警
視
総
監

迫
田

裕
治

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
９
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１９条

第
３
項
か
ら

第
６
項
ま
で
及
び
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
場
長
及
び
警
察
署

長
の
指
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
規
則
第
１９条

第
３
項
、
第
４
項
及
び
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
警

視
総
監
が
指
定
す
る
運
転
免
許
試
験
場
長
及
び
警
察
署
長
は
、
次

の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

鮫
洲
運
転
免
許
試
験
場
長
（
神
田
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
）

府
中
運
転
免
許
試
験
場
長
（
新
宿
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
）

田
園
調
布
警
察
署
長

世
田
谷
警
察
署
長

成
城
警
察
署
長

板
橋
警
察
署
長

石
神
井
警
察
署
長

下
谷
警
察
署
長

竹
の
塚
警
察
署
長
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本
所
警
察
署
長

立
川
警
察
署
長

青
梅
警
察
署
長

高
尾
警
察
署
長

町
田
警
察
署
長

２
規
則
第
１９条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
警
視
総
監
が
指
定
す
る
運

転
免
許
試
験
場
長
は
、
鮫
洲
運
転
免
許
試
験
場
長
（
神
田
運
転
免

許
更
新
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
受
理
す
る
申
請
に
限
る
。
）
と
す
る
。

３
規
則
第
１９条

第
８
項
の
規
定
に
よ
り
警
視
総
監
が
指
定
す
る
運

転
免
許
試
験
場
長
及
び
警
察
署
長
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

鮫
洲
運
転
免
許
試
験
場
長
（
神
田
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
）

府
中
運
転
免
許
試
験
場
長
（
新
宿
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
）

世
田
谷
警
察
署
長

板
橋
警
察
署
長

立
川
警
察
署
長

４
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
所
在
地
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

⑴
警
視
庁
神
田
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
一
丁
目
１
番
５
号

東
京
都
産
業

労
働
局
神
田
庁
舎
内

⑵
警
視
庁
新
宿
運
転
免
許
更
新
セ
ン
タ
ー

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
８
番
１
号

東
京
都
庁
第
二

本
庁
舎
内

附
則

こ
の
告
示
は
、
令
和
７
年
９
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。



令和7年8月29日（金曜日）東 京 都 公 報（第18378号） １２

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


